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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縫合糸支持体を備える縫合糸において、
縫合糸支持体は、その内部に空洞を持つと共に、前記縫合糸支持体の下端における幅が前
記縫合糸支持体の上端における幅よりも広く、前記縫合糸支持体の幅が下端において最も
広く、且つ、上端から下端に至るまで減少することのない形状を有し、
　前記縫合糸支持体の上端は尖っておらず、前記縫合糸支持体の壁に、前記縫合糸支持体
の下端から上端の方向に向かう少なくとも一つの間隙を含み、
　前記縫合糸は、前記縫合糸支持体の下端から外部に延在し、逆とげが形成される部分と
、前記縫合糸支持体の前記空洞内に挿入されて、前記縫合糸支持体の下端側へと引っ張ら
れても前記縫合支持体と分離しないように前記縫合糸支持体に結合される部分とを含み、
前記縫合糸の外部に延在する部分の縦軸から分岐した前記逆とげと、該分岐点から下端側
に向かう該縦軸とが形成する角度は、鋭角であり、
　前記縫合糸支持体の上端を先頭にして、顔、あご、首、腹部、膣、胸及び臀部の少なく
とも一の組織内部に貫いて入り込ませ、皮膚の垂れ下がり又はしわを除去するためのリフ
ティング施術に使用される、ことを特徴とする縫合糸。
【請求項２】
　前記縫合糸支持体は、生体内で吸収される材料からなることを特徴とする請求項１記載
の縫合糸。
【請求項３】
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　前記縫合糸支持体の長さは、１～１０ｍｍであることを特徴とする請求項１または請求
項２記載の縫合糸。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外科手術に使用される縫合糸に係り、さらに詳細には、結び目をつける作業
が不要であり、堅固であって安定して縫合したり、あるいは組織の密着・支持・固定が可
能な縫合糸に関する。
【背景技術】
【０００２】
　縫合糸（suture）は、損傷された筋肉・血管・神経・組織、または傷や手術切開部の連
結または縫合のために、かなり以前から使用されてきた。また、縫合糸は、二重瞼手術や
、老化、皮膚弾力低下、外傷、過用、懐死などによって生ずる組織（tissue）や皮膚の垂
れ下がり、しわなどを除去するための施術などのためにも使用される。縫合糸を使用する
リフティング施術は、メスを使用せずに、針及び糸でもって、顔、あご、首、腹部、膣、
胸、臀部などのたるんだ皮膚及び組織を挙上してしわを引っ張って広げる技術であり、皮
膚を過多に切開する必要がなく、傷痕の発生を最小化することができ、手術による出血や
むくみが少なくて関心を集めている。
【０００３】
　最近では、外部表面に逆とげ（barb）が形成された縫合糸が開発されて使用されている
が、逆とげによって、滑り止めがきくという属性を有するので、縫合後、ほどけ難いとい
うような長所がある。
【０００４】
　縫合糸を使用する施術で重要事項として考慮すべき点のうち一つは、縫合、組織の密着
または支持、固定の効果を、安定して長く持続させるために、施術部位で、縫合糸を堅固
に維持・固定させる必要があり、また縫合がほどけないように、堅固な結び目装置が必要
であり、迅速で安全な施術のために、結び目過程に要する時間及び労力を最小化する必要
がある。
【０００５】
　本発明の発明者は、結び目工程が不要な縫合糸支持体を具備した縫合糸に係わる韓国特
許出願第１０－２０１１－００１９８９５号及び韓国特許出願第１０－２０１１－００６
４０８４号を出願しており、その内容が本出願に導入される。本発明の発明者は、さらに
便利であって有用な縫合糸を発明するために研究を続けてきた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－２００８－３９３４５号公報
【特許文献２】韓国公開特許第１０－２００５－０１０８４９４号公報
【特許文献３】韓国登録実用新案公報第２０－３２０００５号
【特許文献４】米国特許第５９３１８５５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、施術部位で、さらに堅固に維持・固定され、効果的に組織を付け、縫合及び
組織の密着、支持または固定の効果に優れた縫合糸を提供することを目的とする。本発明
はまた、結び目工程が不要な縫合糸を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために、縫合糸支持体を備える本発明の縫合糸は、縫合糸支持体が
、その内部に空洞を持つと共に、前記縫合糸支持体の下端における幅が前記縫合糸支持体
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の上端における幅よりも広く、前記縫合糸支持体の幅が下端において最も広く、且つ、上
端から下端に至るまで減少することのない形状を有し、前記縫合糸支持体の壁に、前記縫
合糸支持体の下端から上端の方向に向かう少なくとも一つの間隙を含み、前記縫合糸は前
半部と後半部とを含み、前記前半部と前記後半部との一方の端末は、前記縫合糸支持体の
前記空洞内に挿入されて、前記前半部と前記後半部とが引っ張られても前記縫合糸支持体
と分離しないように前記縫合糸支持体に結合され、前記前半部と前記後半部との他方の端
末が前記縫合糸支持体の下端から外部に延在し、前記縫合糸支持体の下端から延在する前
記前半部と前記後半部との部分に、他方の端末の側に向かう逆とげが形成され、前記縫合
糸の縦軸と前記縫合糸の他方の端末の方向へ向かう逆とげが形成する角度（θ）が鋭角で
あり、前記前半部と前記後半部との一方の端末が結合された前記縫合糸支持体の上端を先
頭にして、顔、あご、首、腹部、膣、胸及び臀部の少なくとも一の組織内部に貫いて入り
込ませ、皮膚の垂れ下がり又はしわを除去するための施術に使用される、ことを特徴とす
る。
【０００９】
　本発明において、前記縫合糸支持体は、生体内で吸収される材料からなることが好まし
い。
【００１０】
　本発明において、前記縫合糸支持体の上端は、非先鋭形状であることが好ましい。
【００１１】
　本発明において、前記縫合糸支持体の長さは、１～１０ｍｍであることが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明で提供する縫合糸は、縫合組織の密着時、支持時または固定時に、結び目をつけ
なくとも安全に実施することができ、縫合糸が施術部位において、堅固に維持・固定され
、さらに効果的に組織を押さえつけることができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に使用される縫合糸支持体を示した図面である。
【図２】本発明の一実施形態による縫合糸支持体及び針を具備した縫合糸を示した図面で
ある。
【図３】本発明の一実施形態による縫合糸支持体を具備した縫合糸を示した図面である。
【図４】本発明の一実施形態による縫合糸を含むキットを示した図面である。
【図５】本発明の一実施形態による縫合糸を含むキットを示した図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明について詳細に説明する。しかし、それらの図面は、本発
明に対する理解の一助とするためのものであり、いかなる意味でも、本発明の範囲がそれ
らによって制限されるものではない。発明の理解の一助とするために、針、縫合糸支持体
、逆とげの部位を拡大して表示している。
【００１６】
　図１は、本発明の一実施形態に使用される縫合糸支持体２０を示した図面である。前記
支持体は、切頭円錐状または切頭角錐状の形状を有し、両末端部を貫通する連通孔２５を
具備し、前記連通孔の直径は、縫合糸の直径よりも大きく形成される（図１ａ）。
【００１７】
　本発明の一実施形態に使用される縫合糸支持体は、両末端部のうち大径側である下側末
端部に、下側末端２２から縦方向に切開された部位２３を一つ以上含むか（図１ｂ）、あ
るいは下側末端の一部が除去され、末端部の壁に、末端から形成された一つ以上の間隙２
４が形成される（図１ｃ及び図１ｄ）。前記切開部位２３の長さや、前記間隙２４の大き
さや形状は、縫合糸が使用される身体部位及び目的によって適切に調節することができる
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。
【００１８】
　本発明の一実施形態に使用される縫合糸支持体は、生体内に吸収されない（non-adsorb
able）材料から製造され、または目的によって吸収可能な（absorbable）材料によっても
作られる。例えば、ナイロン、ポリプロピレン（例えば、MESHなど）、ポリフッ化ビニリ
デン（polyvinyliden fluoride）、ポリエステル、ステンレススチール、金、チタン、シ
リコン、メドポア、ゴアテックス、メッシュ、ポリ乳酸（polylactic acid）、ポリジオ
キサノン（polydioxanone）（ＰＤＯ、ＰＤＳ）、乳酸（lactic acid）とグリコール酸（
glycolic acid）とのコポリマーなどを使用することができるが、それらに制限されるも
のではない。生体内で吸収可能な材料を使用する場合、身体内部の縫合を実施した後、支
持体を除去する必要がないという利点がある。
【００１９】
　本発明の一実施形態に使用される縫合糸支持体の長さは、例えば、１～１０ｍｍほどで
もあるが、それは一例であり、使用部位及び目的によって調節が可能である。本発明の縫
合糸支持体の両末端部の中空の直径は、例えば、小径の前側は、０．１～２ｍｍほど、大
径の後ろ側は、０．５～５ｍｍほどでもあるが、それらは一例であり、糸の太さ及び目的
によって調節が可能である。
【００２０】
　本発明の一実施形態として、前記の切頭円錐状または切頭角錐状の連通孔を有する縫合
糸支持体は、第１末端及び第２末端を有する縫合糸において、第１末端に結合され、縫合
糸は、逆とげを有することができる。前記縫合糸支持体は、両末端部のうち大径側である
下側末端部に、下側末端２２から縦方向に、切開部位２３を一つ以上含むか（図１ｂ）、
あるいは下側末端の一部が除去され、末端部の壁に、末端から形成された一つ以上の間隙
２４が形成されたものでもある（図１ｃ及び図１ｄ）。
【００２１】
　縫合糸支持体を縫合糸に結合する方法としては、例えば、第１末端及び第２末端を有す
る縫合糸において、前記縫合糸支持体の両末端部のうち小径側である上側末端部２１が、
縫合糸支持体が結合される縫合糸の一方の末端部の末端である第１末端１１（図２ａ）の
方を向くように、前記連通孔を介して縫合糸支持体を縫合糸に通す段階と、前記縫合糸の
第１末端１１、または縫合糸支持体の上側末端部２１と縫合糸の第１末端との間に、縫合
糸支持体の上側末端部の孔径よりも大きい結び目５０（図２ａ）をつけたり、あるいは熱
などを加えて縫合糸が撚れた部分を形成する段階とを含み、縫合糸支持体を縫合糸から分
離させない方法を使用することができるが、それに制限されるものではない。
【００２２】
　本発明の一実施形態によれば、本発明の縫合糸は、両末端のうち、縫合糸支持体が結合
されない他の一方の末端、すなわち、第２末端１２（図３ａ）が、針に結合されたり、あ
るいは結合されていない状態で使用される。このとき、使用される針は、金属製などの吸
収されない材料、または吸収可能な材料（例えば、ポリ乳酸など）によって製造される。
前記縫合針は、全体的に線形状または曲線形状を呈し、針先は、円形状、削り形状（cutt
ed appearance）、または長く延長されたものなど、一般的に広く使用される形状に形成
することができる。
【００２３】
　前記縫合糸を前記針に結合する方法としては、中空の針本体に縫合糸を挿入して針を圧
搾する方法、針に孔（針穴）をあけて縫合糸を差し込む方法などを使用することができる
が、それらに制限されるものではなく、それ以外の多様な方法が可能である。
【００２４】
　図２は、本発明の一実施形態による、第１末端及び第２末端を有する縫合糸において、
両末端部を貫通する連通孔を具備した切頭円錐状または切頭角錐状である縫合糸支持体、
または両末端部を貫通する連通孔を具備した切頭円錐状または切頭角錐状であり、下側末
端部に切開された部位または間隙を有する縫合体支持体が縫合糸支持体の上側末端部（両
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末端部のうち小径側２１）が、縫合糸支持体が結合される縫合糸の末端である第１末端１
１の方を向くように、前記連通孔を介して前記縫合糸に結びつけられて第１末端に具備さ
れ、他の一方の末端である第２末端に針３０を具備した縫合糸を示した図面である。
【００２５】
　縫合糸の表面には、逆とげが、縫合糸の縦軸となす角が同一方向に傾斜して形成される
。縫合糸の表面に形成される逆とげは、前記縫合糸の縦軸と縫合糸の第２末端の方向へ向
かう逆とげが形成する角度（θ）が鋭角をなすように前記縫合糸の第２末端に向かって傾
斜して形成される。このように、逆とげと縫合糸とがなす角が、縫合糸支持体が具備され
ていない縫合糸の第２末端に向って、尖った形状をなすように、逆とげが形成されていれ
ば、縫合糸の第２末端に結合された針で縫合を行うときには、縫合糸が滑り込むように組
織を良好に通過するが、縫合後に、第２末端から針を除去しても、縫合糸が縫合方向と反
対に移動することになれば、突っ張り棒のように支持して移動阻止を行う。縫合が終わり
、針を除去しても、逆とげによって縫合糸が抜けないので、結び目をつける必要がない。
また、縫合糸の一方の末端に具備された縫合糸支持体は、縫合がほどけないようにする結
び目の役割を行うだけではなく、縫合やリフティングを実施しながら、糸を引っ張るとき
に、縫合体支持体の下側末端に形成された切開された部分または開いた間隙によって、縫
合体支持体が動かないように位置がしっかりと固定される。従って、リフティング効果を
安定して長く持続させる。
【００２６】
　本発明の一実施形態によれば、逆とげが形成された縫合糸は、例えば、１本、２本、３
本または４本以上使用することができ、糸の太さや使用目的によって、適切にその数を調
節することができ、それぞれの縫合糸は、単一糸または多重糸が撚られたり編まれたりし
たものでもある。このとき、逆とげが形成されたそれぞれの縫合糸の第１末端は、一つの
縫合糸支持体に共に結びつけらたり（図２ｂ参照）、または各縫合糸の第１末端にそれぞ
れ別途の縫合糸支持体を有することができる（図２ｃ参照）。また、２本の縫合糸は、第
２末端で一つの針に共に結合され（図２ｂ、図２ｃ及び図２ｄ参照）、またはそれぞれの
第２末端に別個の針がそれぞれ結合されもする（図２ｅ参照）。
【００２７】
　図２ｂは、縫合糸の前半部と後半部とが、同一方向に傾斜して逆とげが形成された２本
以上の糸をまとめ、縫合糸の縦軸と縫合糸の針が結合される末端の方向へ向かう逆とげが
形成する角度（θ）が鋭角をなしながら、縫合糸の針が結合される末端に向かって傾斜し
て配置されるように、縫合糸の一端を針に結合させ、反対側の末端部分は、支持体に結合
させて製造した例である。図２ｃは、他の実施形態であり、縫合糸に形成された逆とげが
、前半部と後半部とが互いに反対方向に傾斜するように（例えば、縫合糸の前半部では、
逆とげが縫合糸の縦軸と逆とげとがなす角がいずれも９０°未満であり、縫合糸の前末端
に向けて傾斜して形成され、縫合糸の後半部では、逆とげと縫合糸の縦軸とがなす角がい
ずれも９０°未満であり、縫合糸の後ろ末端に向けて傾斜して形成）形成された１本以上
の糸を半分にした後、両末端をそれぞれ支持体及び針に結合させて製造した例である。
【００２８】
　図３は、本発明の一実施形態による、両末端部を貫通する連通孔を具備し、切頭円錐状
または切頭角錐状である縫合糸支持体、あるいは両末端部を貫通する連通孔を具備した切
頭円錐状または切頭角錐状であり、下側末端部に切開された部位または間隙を有する縫合
体支持体が、縫合糸支持体の上側末端部２１（両末端部のうち小径側）が縫合糸の第１末
端１１を向くように、前記連通孔を介して前記縫合糸に結びつけられて第１末端に具備さ
れ、第２末端１２に針が具備されていない状態で使用される縫合糸を示した図面である。
前記縫合糸は、逆とげが具備され、縫合糸の表面に形成される逆とげは、前記縫合糸の縦
軸と縫合糸の第２末端へ向かう逆とげが形成する角度（θ）が鋭角をなすように前記縫合
糸の第２末端に向かって傾斜して形成される。
【００２９】
　本発明の一実施形態によれば、逆とげが形成された縫合糸は、例えば、１本、２本、３
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本または４本以上使用することができ、糸の太さや使用目的によって適切にその数を調節
することができる。２本以上である縫合糸からなる場合、各縫合糸が一つの縫合糸支持体
の連通孔を通過し、共に結び目がつけられるとか（図３ｂ及び図３ｃ）、または１本の縫
合糸が、支持体の連通孔を通過する形態で縫合糸支持体に結びつけられる（図３ｄ）。図
３ｃ、図３ｄ及び図３ｅは、縫合糸に形成された逆とげが、前半部と後半部とが、互いに
反対方向に傾斜して形成された１本以上の糸を半分にした後、一方の末端を縫合糸支持体
に結合させて製造した例である。
【００３０】
　逆とげが形成された縫合糸は、韓国公開特許第１０－２００８－３９３４５号公報、同
第１０－２００５－０１０８４９４号公報、及び韓国登録実用新案公報第２０－３２００
０５号、米国特許第５９３１８５５号明細書などに記載されており、それらの内容は、本
明細書に導入される。逆とげは、任意の必要な構成によって、繊維状に配列され、本発明
の技術分野で周知のものを含む任意の適切な方法を使用して形成される。かような方法は
、ナイフ、レーザまたはプレス成形による射出成形、スタンピング、切断を含む。必要数
の鋭角の切断が縫合糸に作られる。逆とげの大きさは、本発明の技術分野の常識範囲で、
目的によって適切に調節することができる。例えば、縫合糸に形成された逆とげの深さは
、３０～１００μｍほどでもあり、縫合糸の直径によって調節される。縫合糸の表面上に
形成される逆とげ間の間隔は、１００μｍ～１ｍｍ、またはそれ以上でもある。
【００３１】
　本発明で使用される縫合糸は、例えば、高分子材料金属材料または生物学的材料など様
々な材料から作られるが、例えば、ポリプロピレン、金、ステンレススチール、チタン、
ナイロン、ポリフッ化ビニリデン（polyvinyliden fluoride）、ポリエステル、ブレイデ
ッドシルク（braided silk）などの吸収されない材質からも作られ、あるいはポリジオキ
サノン（ＰＤＯ、ＰＤＳ）のような吸収可能な材質からも作られ、それらに制限されるも
のではない。また、本発明で使用される縫合糸は、単繊維状または撚られた縫合糸の形態
などによって使用される。
【００３２】
　本発明の一実施形態による一方の末端に、両末端部を貫通する連通孔を具備し、切頭円
錐状または切頭角錐状である縫合糸支持体、あるいは両末端部を貫通する連通孔を具備し
た切頭円錐状または切頭角錐状であり、下側末端部に切開された部位または間隙を有する
縫合糸支持体を具備した縫合糸を使用する方法としては、例えば、次のような段階を含ん
でもよい。
　１）皮膚や組織において、縫合糸支持体を所望の位置に位置させることができるように
、針で組織をつき抜き、中空の長い管を皮膚や組織の特定位置に押し入れる段階（ａ）；
　２）長い管を介して、本発明の一実施形態による縫合糸支持体２０を具備した縫合糸１
０を、目的とする位置に縫合糸支持体が達するように入れる段階（ｂ）；
　３）皮膚内または組織内の長い管を通過した縫合糸支持体を、外部から押したり、ある
いは細い棒で動かないように固定させ、長い管だけ外部に除去する段階（ｃ）；
　４）前記縫合糸支持体を押し付け、縫合糸を引っ張りながら組織を押し当てる段階（ｄ
）。
　このとき、使用される縫合糸は、一方の末端に縫合糸支持体を有する１本の逆とげが形
成された縫合糸を１本または複数本使用することができ、または、２本以上の逆とげが形
成された縫合糸が一つの縫合糸支持体に結合されたものを使用することもできる。前記方
法において、縫合糸支持体は、縫合をほどけさせない結び目の役割を行うだけではなく、
縫合やリフティングを行いつつ、糸を引っ張るときに、縫合糸が移動せずに固定されるよ
うにする。下側末端に形成された切開された部分または開いた間隙を有する縫合糸支持体
は、固定効果がさらに大きい。従って、リフティング効果を安定して長い間持続させる。
縫合糸支持体が結合されていない縫合糸の第２末端に向かって、縫合糸の縦軸と縫合糸の
第２末端の方向に向かう逆とげが形成する角度（θ）が鋭角をなすように傾斜して逆とげ
が形成されている場合、形成された逆とげは、縫合糸表面とのなす角度によって、縫合糸
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がリフティングの反対方向に抜けることを防ぎ、組織が引っ張られた状態で維持されるよ
うにする。長い管を通過させて縫合糸を入れるときには、組織による抵抗がないので良好
に通過し、長い管を除去し、縫合糸支持体を押し付け、縫合糸を引っ張りながら組織を押
し当てるときも、逆とげと縫合糸とのなす角が鋭角になるように形成された逆とげが、組
織の移動に大きい影響を与えないが、組織が反対方向に戻ろうとすれば、その逆とげが抵
抗を行う。
【００３３】
　本発明は、一実施形態として、本発明で提供する縫合糸により、施術を容易に実施させ
る装置を提供する。本発明で提供する装置には、縫合糸が内蔵されたキット（キットＡ（
図４ａ））、及び縫合糸を組織内に正確に位置させる縫合糸位置決め用キット（キットＢ
（図４ｂ））を含む。
【００３４】
　縫合糸が内蔵されたキット（キットＡ）は、両末端を連通する孔が内部に形成された長
い管７０、及び前記長い管に内蔵された縫合糸を含むが、前記縫合糸は、第１末端及び第
２末端を有し、第１末端に縫合糸支持体が具備され、前記縫合糸支持体は、両末端部を貫
通する連通孔を具備した切頭円錐状または切頭角錐状である縫合糸支持体、あるいは両末
端部を貫通する連通孔を具備した切頭円錐状または切頭角錐状であり、下側末端部に切開
された部位または間隙を有する縫合体支持体であり、前記縫合糸支持体は、縫合糸支持体
の上側末端部が縫合糸の第１末端の方を向くように、前記連通孔を介して前記縫合糸に結
びつけられて第１末端に具備され、前記縫合糸の表面には逆とげが形成されるが、前記縫
合糸の縦軸と縫合糸の第２末端の方向へ向かう逆とげが形成する角度（θ）が鋭角をなす
ように前記縫合糸の第２末端に向かって傾斜して形成される。キットＡは、両末端が連通
された長い管に、本発明で提供する縫合糸支持体が具備され、逆とげが形成された縫合糸
を挿入して製造されるが、このとき、長い管の両末端のうち組織内部に貫いて入り込む末
端側に縫合糸支持体を位置させる（図４ａ）。縫合糸支持体は、長い管の内部に内蔵され
たり、あるいは必要によって、長い管の末端の外部、または長い管の内部及び外部にかけ
て位置させる。キットＡの長い管の連通孔径は、内部に縫合糸を収容することができる大
きさを有するようにし、目的によってその大きさは調節可能である。
【００３５】
　縫合糸を組織内に正確に位置させる縫合糸位置決め用キット（キットＢ）は、両末端を
連通させる孔が内部に形成された長い管８０、及び前記長い管の連通孔に挿入され、長さ
が前記長い管の長さよりも長く、一側に、身体内部に挿入可能な先端を有するロッド（ro
d）９０を含む（図４ｂ）。前記ロッドは、皮膚や組織を貫いて入り込むほどの強度を有
する材料から作られ、先端が丸みを帯びていたり、円形状をしていれば、組織の損傷を最
小化させることができる。
【００３６】
　キットＢの長い管は、キットＡの長い管よりも長さが短く、キットＡを収容するように
、連通孔径がキットＡの長い管よりも大きいことが望ましい。前記長い管及びロッドは、
ウレタン、プラスチック、金属、または、組織を貫いて入り込むほどに硬度があり、人体
に無害な材料であるならば、いかなる素材を使用してもよい。キットＡ及びキットＢの長
い管は、施術の便宜のために末端に取っ手部が具備される。
【００３７】
　図４の装置は、例えば、次のような段階を含む方法で使用することができる。
　１）縫合またはリフティングする部位または組織に、キットＢを押し入れる段階；
　２）長い管８０はそのままにし、ロッド９０だけ除去する段階（ｂ）；
　３）組織に残された長い管８０内にキットＡを押し入れる段階（ｃ）（このとき、縫合
糸支持体が位置している側を組織の内側に向ける）；
　４）キットＡは組織に残しておいた状態で、キットＢの長い管８０を除去する段階（ｄ
）；
　５）細い棒１００（図５ａ）で、キットＡの長い管７０外の組織内に縫合糸支持体を押
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し入れる段階（ｅ）；
　６）キットＡの長い管７０及び細い棒１００を除去する段階（ｆ）；
　７）縫合糸を引っ張り、皮膚（または、組織の外部）を縫合糸支持体側に押し当てる段
階（ｇ）。
　必要な場合、外部（例えば、皮膚）から押し、縫合糸支持体が動かないようにすること
もできる。
【００３８】
　本発明はまた、本発明で提供する縫合糸で、施術を容易に実施させる他の一実施形態の
キットを提供する（図５）。当該キットは、ｉ）次第に細くなるチップ１０１の形状から
なる先端部、ハンドル１０３が形成された後端部、及び前記先端部近辺に形成された、縫
合糸に具備された縫合糸支持体の収納部１０２を含み、先端部と後端部とをつなげた状態
で縦軸方向に分離される中空の長い管１０４、及び、ｉｉ）前記中空の長い管に内蔵され
た、本発明で提供する縫合糸支持体が具備された縫合糸を含むことを特徴とする。図５ａ
は、縫合糸支持体が具備された縫合糸が内蔵された中空管の一実施形態を示している。
【００３９】
　このとき、中空管の先端部は、終端が塞がれていたり、あるいは後端部と連通する孔を
形成することができる。チップは、組織を通過することができるほどの強度を有する材料
を使用することが望ましく、チップの終端に丸みを帯びさせれば、組織の損傷を減らすこ
とができるという長所がある。前記中空の長い管に形成される縫合糸支持体収納部は、先
端部から形成される中空スペースの延長であり、縫合糸に具備された縫合糸支持体を収容
することができる空間であり、収容される縫合糸支持体の大きさ及び個数などにより、適
切に形状及び大きさを調節することができる（図５ｂ参照）。
【００４０】
　前記中空管１０４は、図５ｃに例示されているように、先端部と後端部とをつなげた状
態で縦軸方向に分離され、分離された管の一側１０４ａの上に縫合糸支持体が具備された
縫合糸を入れ、分離された管の残りの一側１０４ｂを覆い、縫合糸が内蔵された中空管を
製造することができる。このとき、例えば、２つのハンドル１０３ａ，１０３ｂが出合う
部分の一側には、凸状部分１０５を、他の一側には、前記凸状部分が正確に嵌め込まれる
凹状部分１０６を形成し、２つのハンドル部分を合わせるときに、安定して固定・結合さ
れ、結果として、縫合糸が収納された管が安定して維持される（ハンドルの上から見た形
状を示した図５ｄ参照）。その他、分離された２つの部分の結合によって形成される管が
、施術中に必要な時期まで安定した形状を維持することができる多様な措置を取ることが
できる。
【００４１】
　縫合糸が収納された管を、チップ１０１側から、縫合またはリフティングが必要な部位
に押し入れた後、管の空き空間を介して細い棒を入れ、縫合糸支持体が動かないようにし
ながら、管を分離し、分離された部分１０４ａ，１０４ｂを一つずつ除去し、細い棒を除
去した後に、縫合糸を引っ張り、皮膚（または、組織の外部）を縫合糸支持体２０側に押
し当てる方法で施術が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、外科手術に使用される縫合糸に係わる分野に利用される。
【符号の説明】
【００４３】
１０：縫合糸
１１：縫合糸支持体が結合される末端（第１末端）
１２：縫合糸支持体が結合されていない末端（第２末端）
２０：縫合糸支持体
２１：縫合糸支持体の上側末端
２２：縫合糸支持体の下側末端



(9) JP 6705951 B2 2020.6.3

10

２３：縫合糸支持体に形成された切開部位
２４：縫合糸支持体に形成された間隙
２５：縫合糸支持体の連通孔
３０：針
４０：逆とげ
５０：結び目
７０：キットＡの長い管
８０：キットＢの長い管
９０：キットＢのロッド
１００：施術用キット
１０１：チップ（１０１ａ，１０１ｂ：分離されたチップ）
１０２：縫合糸支持体収納部（１０２ａ，１０２ｂ：分離された縫合糸支持体収納部）
１０３：ハンドル（１０３ａ，１０３ｂ：分離されたハンドル）
１０４：管（１０４ａ，１０４ｂ：分離された管）
１０５：凸状部分
１０６：凹状部分

【図１】 【図２】
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